








労働時間は毎日適正に把握し、それに基づいて賃金を計算し、支払うことが

必要です。

１日ごとに、一定時間に満たない労働時間を一律に切り捨て、その分の賃金

を支払わないことは、労働基準法違反となります。

このような取り扱いは、労働基準法違反です！！

都道府県労働局・労働基準監督署

勤怠管理システムの端数処理機能を設定し、１日の時間外労働時間のうち15分に満たな

い時間を一律に切り捨て（丸め処理）、その分の残業代を支払っていない。

■勤怠管理システムの端数処理機能を使って労働時間を切り捨てている

■一定時間以上でしか残業申請を認めない

残業申請は、30分単位で行うよう指示しており、30分に満たない時間外労働時間につい

ては、残業として申請することを認めておらず、切り捨てた分の残業代を支払っていない。

• 労働時間における端数処理の例外として、１か月における時間外労働、休日労働および深
夜業の各々の時間数の合計に１時間未満の端数がある場合に、30分未満の端数を切り捨て、
それ以上を１時間に切り上げることは、常に労働者の不利となるものではなく、事務簡便
を目的としたものとして認められます。

• また、１日の労働時間について、一定時間に満たない時間を切り上げた上で、その分の賃
金を支払うことは、問題ありません。

■始業前の作業を労働時間と認めていない

毎朝、タイムカード打刻前に作業（制服への着替え、清掃、朝礼など）を義務付けている

が、当該作業を、労働時間※として取り扱っていない（始業前の労働時間の切り捨て）。

※ 労働時間の考え方については、裏面をご参照ください。

ワンポイントアドバイス

事業主の皆さまへ

労 働 時 間 を 適 正 に 把 握 し
正 し く 賃 金 を 支 払 い ま し ょ う



ご不明な点は、最寄りの都道府県労働局、労働基準監督署にお問い合わせください

（Ｒ6.9）

労働時間とは

労働時間の適正な把握

労働基準法においては、労働時間、休日、深夜業等について規定を設けていることから、
使用者には労働時間を適正に把握する責務があります。
使用者は、労働時間の適正な把握のために、以下の措置を講じてください。

労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置

●始業・終業時刻の確認及び記録

使用者は、労働時間を適正に把握するため、労働者の労働日ごとの始業・ 終業時刻を確認

し、これを記録すること。

1． 原則的な方法（以下のいずれか）

・使用者が、自ら現認することにより確認し、適正に記録すること。

・タイムカード、ＩＣカード、パソコンの使用時間の記録等の客観的な記録を基礎とし

て確認し、適正に記録すること。

２．やむを得ず自己申告制で労働時間を把握する場合

上記１の方法によることなく、自己申告制により行わざるを得ない場合は、 一定の措

置を講ずる必要があること。

●賃金台帳の適正な調製

使用者は、労働者ごとに、労働日数、労働時間数、休日労働時間数、時間外労働時間数、

深夜労働時間数といった事項を適正に記入しなければならないこと。

詳細は、「労働時間の適正な把握のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン」を
ご参照ください。

労働時間とは、使用者の指揮命令下に置かれている時間のことをいいます。使用者の明示ま

たは黙示の指示により労働者が業務に従事する時間は、労働時間に該当します。

たとえば、次のような時間は、労働時間に該当します。

① 使用者の指示により、就業を命じられた業務に必要な準備行為（着用を義務付けられた

所定の服装への着替え等）や業務終了後の業務に関連した後始末（清掃等）を事業場内

において行った時間

② 使用者の指示があった場合には即時に業務に従事することを求められており、労働から

離れることが保障されていない状態で待機等している時間（いわゆる「手待時間」）

③ 参加することが業務上義務づけられている研修・教育訓練の受講や、使用者の指示によ

り業務に必要な学習等を行っていた時間

労働時間の考え方については、リーフレット（「労働時間の考え方：「研修・教育訓練」等

の取扱い」）もご参考ください。
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冬季に起きる災害！！

取組

期間 令和６年1 2月1日～令和７年2月2 8日

～冬季に発生しやすい特有の災害に対する防止対策に取り組みましょう～

新潟労働局・各労働基準監督署

凍結
→転倒、交通事故など

積雪
→雪下し時の墜落、転倒、
交通事故、除雪機への巻き込まれなど

災害を防止するには

◎転倒
・耐滑性の高い靴の着用
・滑止めマットなどの使用
・除雪の徹底

◎交通事故

・チェーンや冬用タイヤの早めの装着
・急発進、急加速、急ハンドル、急ブレーキをしない
・二輪車は特に注意

◎除雪機の刃部との接触

・点検調整時の電源オフとその明示
・除雪エリアへの立入禁止とその明示

点検中

凍結路面での交通事故

雪下ろし中の墜落

積雪・凍結路面での転倒 除雪機の刃部との接触

対策

◎雪下ろし時の墜落
・保護帽と墜落制止用器具の着用

・２名以上での作業を徹底

チェーン等の装着 墜落制止用器具等の使用

２名以上での作業急ブレーキ等の禁止

耐滑性の高い靴の着用 点検調整時の電源OFF

滑止めマットの使用 除雪エリアの立入禁止



雪による労働災害発生件数の推移（新潟県_休業4日以上）

積雪・凍結等による転倒災害では…

事故型別労働災害発生状況（新潟県_休業4日以上）

最低気温は、その地域よってバラツキはありますが、相対的に最低気温が氷点下2度以下となると、
急激に発生リスクが高まる傾向となっています。

大雪や低温に関する気象情報を
迅速に把握しよう！
（参考）
新潟県ホームページ「新潟県の雪の情報」
http://www.chiiki.pref.niigata.jp/yuki/

敷地内の出入口、駐車場、屋外通路
の転倒リスクの重点的な点検、注意
喚起等、労働者の年齢・性別に応じ
た対策を取りましょう！

※表の数値は労働者死傷病報告（休業４日以上）の
雪による転倒労働災害（７６件）を分析したものです。
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転倒災害発生件数（人）
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※ 統計期間「令和5.12.1～令和.6.3.31」

50歳以上の高齢者は身体機能の低下
などにより転倒災害の発生リスクが高ま
ります。
また、転倒すると重症化して休業日数

も長期化する傾向にあります。



厚生労働省労働基準局

広報キャラクター たしかめたん

労働安全衛生関係の一部の手続の

電子申請が義務化されます

事業主の皆さまへ

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisak
unitsuite/bunya/koyou_roudou/rou
doukijun/denshishinsei.html

電子申請の詳細は

こちらからご確認ください。

2 0 2 5年１月１日より以下の手続について、

電子申請が原則義務化されます

◼ 労働者死傷病報告

◼ 総括安全衛生管理者/安全管理者/衛生管理者/産業医の選任報告

◼ 定期健康診断結果報告

◼ 心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告

◼ 有害な業務に係る歯科健康診断結果報告

◼ 有機溶剤等健康診断結果報告

◼ じん肺健康管理実施状況報告

・都道府県労働局・労働基準監督署

義務化されるもの以外にも...

• 足場／局所排気装置等の設置・移転・変更届

（労働安全衛生法第88条に基づく届出）

• 特定化学物質など各種特殊健康診断結果報告

• 特定元方事業者の事業開始報告

など多くの届出等が電子申請可能です

電子申請をご利用いただくと、労働基準監督署へ来署せず
に手続きすることができます。

⚫ 時 間 や 場 所 に と ら わ れ ず に 手 続 き が 可 能

⚫ ス マ ホ や タ ブ レ ッ ト 、 パ ソ コ ン 上 だ け で 手 続 き が完 了

⚫ 電 子 署 名 ・ 電 子 証 明 書 の 添 付 は 不 要

ぜひ電子申請をご利用ください！

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/denshishinsei.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/denshishinsei.html
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/denshishinsei.html


電子申請に当たっては、【労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷に係る入
力支援サービス】をご活用いただくことでスムーズに申請できます。

厚生労働省ポータルサイト「労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票
印刷に係る入力支援サービス」は、企業の皆様が所轄の労働基準監督署
に行う届出の作成を支援します。

届出する帳票の作成・印刷のほか、ガイダンスに基づき入力した情報
をe-Govを介して直接電子申請することが可能です。

また、入力した情報はお使いの端末に保存できますので、作業の一時
中断や、再申請などの場合に再利用が可能です。

・都道府県労働局・労働基準監督署

電子申請に当たっては

労働安全衛生法関係の届出・申請等帳票印刷

に係る入力支援サービス
をご活用ください

＼スマートフォンからの電子申請も可能です／
入力支援サービスを活用した電子申請はこちらから

厚生労働省HPにリンクします

※ 令和７年１月１日より、以下の報告も電子申請が義務化されます。これらの報告に
も、入力支援サービスをご活用ください。

総括安全衛生管理者/安全管理者/衛生管理者/産業医の選任報告
定期健康診断結果報告
心理的な負担の程度を把握するための検査結果等報告
有害な業務に係る歯科健康診断結果報告
有機溶剤等健康診断結果報告
じん肺健康管理実施状況報告
事業の附属寄宿舎内での災害報告
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